
同一労働・同一賃金
セミナー

第４回

～よくある違反事項～

大阪労働局需給調整事業部



過半数代表者の適切な選出手続きを

１ 過半数代表者となることができる労働者の要件があります
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２ 過半数代表者を選出するための正しい手続きが必要です

３ メールなどで労働者の意向を確認する場合は、意思の確認に特に注意が必
要です

４ 派遣労働者の意思の反映をすることが望ましい

５ 過半数代表者が事務を円滑に遂行できるよう配慮することが必要です



締結した労使協定を周知することが必要です

①書面の交付
（全文）

③社内の
イントラネット等

②ファクシミリ、
電子メール、
SNS等の送信

④事業所の見えやすい場所での掲示又は備え付け及び
労使協定の概要を①又は②の方法で併せて周知

派遣労働者が②の方法
での周知を希望した場合
に限ります。

２

・労使協定書全文を掲示又は備え付け
・労使協定の概要を書面の交付又はメール等にて送信



労使協定の内容について
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１ 労使協定の有効期間と使用する一般賃金は適切ですか？

令和４年度の一般賃金が使用できる期間は令和４年４月１日～令和５年３月３１
日までです。これと労使協定の有効期間が相違している場合に、問題が生じる
おそれがあります。

労使協定の有効期間Ｒ４．４．１～Ｒ５．６．３０

Ｒ４．４．１ Ｒ６．３．３１

使用する一般賃金（Ｒ４年度）
Ｒ４．４．１～Ｒ５．３．３１まで

使用する一般賃金（Ｒ５年度）
Ｒ５．４．１～Ｒ６．３．３１

Ｒ５．３．３１



４

２ 労使協定の有効期間を２年と設定していても、年度ごとに一般賃金の確認が
必要です

有効期間を２年と設定したとしても、一般賃金は毎年７月から８月頃に翌年度分
が公表されるため、変更する必要があります。

新たな年度に入るにあたり、最新の一般賃金（※）を確認していただき、協定対
象派遣労働者の賃金に影響がある場合は協定の再締結が必要です。

確認の結果、協定対象派遣労働者の賃金に影響がない場合は、確認書を添付
することで再締結に換えることができます。

労使協定の有効期間Ｒ４．４．１～Ｒ６．３．３１

Ｒ４．４．１ Ｒ６．３．３１

使用する一般賃金（Ｒ４年度）
Ｒ４．４．１～Ｒ５．３．３１まで

使用する一般賃金（Ｒ５年度）
Ｒ５．４．１～Ｒ６．３．３１

Ｒ５．３．３１

（※）令和４年度において使用する一般賃金については、令和３年８月６日付「職
発０８０６第３号」にて発出されています。
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２年目の一般賃金の確認方法

等級 職務の内容

協定対象
派遣労働
者の賃金
の額

Ａランク 上級プログラマー（ＡＩ関係等
高度なプログラム言語を用い
た開発）

１９００～

Ｂランク 中級プログラマー（Ｗｅｂアプ
リ作成等の中程度の難易度
の開発）

１５００～

Ｃランク 初級プログラマー（Ｅｘｃｅｌの
マクロ等、簡易なプログラム
言語を用いた開発

１２００～

令和３年
度適用
の対応
する一
般賃金
の額（大
阪

107.8）

令和４年
度適用
の対応
する一
般賃金
の額（大
阪

108.2）

対応する一
般の労働者
の能力・経験

１８５０ 例１：

１８８０

例２：

１９２０

１０年

１４５０ １４７０ ３年

１１５０ １１９０ ０年

例１の場合、令和４年度においても協定対象派遣労働者の賃金の額が、一般賃
金を上回っている。（確認書の添付で可）
協定対象派遣労働者の賃金【１９００円】 ≧ 令和４年度適用の一般賃金【１８８０円】

例２の場合、令和４年度において協定対象派遣労働者の賃金の額が、一般賃
金を下回ることから、協定対象派遣労働者の賃金の額を改めたうえで、再締結
が必要となる
協定対象派遣労働者の賃金【１９００円】 ＜ 令和４年度適用の一般賃金【１９２０円】

※数値は参考値です。



６

４ 一般賃金を計算する際、都度、端数を切り上げる必要があります

３ 基準値（０年）に地域指数を乗じた額が、最低賃金を下回っている職種は要注意

（A）×（B）×（C）の計算を行った際、その時点で１円未満の端数を切り上げる必要が
あります。
例１：（A）×（B）×（C）＝１０００．０２･･･の場合は、「１００１円」に切り上げる

また、前払い退職金制度（６％）を用いる場合には、上記の計算結果に
６％を乗じた後、１円未満の端数を切り上げる必要があります。
例２：例１の計算結果に６％を乗じた場合、１００１×１．０６＝１０６１．０６となるので

端数を切り上げて「１０６２円」とする。

一般基本給・賞与等
＝職種別基準値０年目の額（A）×能力・経験調整指数（B）×地域指数（C）

ですが･･･

上記（A）に（C）を乗じた額（A×C）が、最低賃金を下回る場合には、最低賃金の額を
（A×C）の額として置き換えた上で、能力・経験調整指数（B)を乗じることにより、一般
基本給・賞与を算定する必要があります。

具体的には
（A×C）が最低賃金を下回る場合の一般基本給・賞与等
＝最低賃金×（B） となります。

※通達内の統計においては、(A)×(B)の計算が予め行われた数値が表示されて
います
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高齢者に対する退職手当は、前職で退職金が支払われているか、または再雇用
であるか等の確認をとらないまま、高齢者であることのみをもって一律に支払わない
とすることは問題となります。

６ 高齢者の退職金について、年齢によって一律で支払わないこととする取扱い
は不適切

例：基本給・賞与の決定は、半期ごとに行う勤務評価を活用する。勤務評価の
方法は就業規則第○条に定める方法を準用し、その評価結果に基づき、決定
する。

５ 賃金の公正な評価規定を定める際には、具体的な評価方法を定める必要が
あります



最後に

○労働者派遣法・指針を

遵守し、適正な事業運営を

お願いします。

ご清聴ありがとうございました。
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派遣労働者の「同一労働同一賃金」

過半数代表者の適切な選出手続きを
～選出するにあたっての５つのポイントをご紹介します～

派遣労働者の「同一労働同一賃金」について

• 派遣元事業主は、派遣先均等・均衡方式と労使協定方式のいずれかの待遇決定方式により、

派遣労働者の待遇改善を図ることが義務付けられています。

• 労使協定方式は、過半数代表者などと派遣元事業主との間で一定の事項を定めた労使協定を

書面で締結することが必要です。

• 適切な手続きを経て選出された過半数代表者と締結された労使協定でなければ、労使協定

方式は適用されず、派遣先均等・均衡方式が適用されます。

１ 過半数代表者となることができる労働者の要件があります

労働基準法第41条第２号に規定する管理監督者でないこと

 選出手続きは、投票や挙手の他に、労働者の話し合いや持ち回り決議などでも構い
ませんが、労働者の過半数がその人の選任を支持していることが明確になる民主的
な手続きが必要です。また、選出に当たっては、派遣労働者などを含めたすべての
労働者が手続きに参加できるようにしましょう。

 会社の代表者が特定の労働者を指名するなど、使用者の意向によって 過半数代表
者が選出された場合、その協定は無効です。

 派遣元事業主は、労働者が過半数代表者であることなどを理由として、労働条件
について不利益な取り扱いをしてはいけません。

管理監督者とは、一般的には部長、工場長など、労働条件の決定その他の労務管理
について経営者と一体的な立場にある人を指します。

過半数代表者の選出に当たっては、管理監督者に該当する可能性のある人は避けた
方がよいでしょう。

２ 過半数代表者を選出するための正しい手続きが必要です

派遣労働者の同一労働同一賃金の労使協定を締結するために過半数代表者を選出する
ことを明らかにしたうえで、投票・挙手などにより選出すること



メールなどで労働者の意向を確認する場合には、意思の確認に
特に注意が必要です

※１ メールのほか、イントラネットなどで労働者の意思の確認を行う場合も同様です。

派遣労働者の意思の反映をすることが望ましいです

https://www.mhlw.go.jp/content/000685364.pdf

派遣元事業主は、例えば、過半数代表者が労働者の意見集約などを行う際に必要と
なる事務機器（イントラネットや社内メールを含む）や事務スペースの提供を行う
ことなどの配慮をしなければなりません。

お問い合わせ先

各都道府県労働局（需給調整事業担当）

派遣労働者の「同一労働同一賃金」に関する詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。

LL021021需01

３

返信がなかった人を「信任」したものとみなすことについて

派遣労働者を含む全ての労働者に対してメールで通知を行い、そのメールに対する
返信のない人を信任（賛成）したものとみなす方法は、一般的には、労働者の過半
数が選任を支持していることが必ずしも明確にならないものと考えられます※１。

労働者の過半数が選任を支持しているかどうかを確認するために、電話や訪問など
により、直接労働者の意見を確認するようにしましょう※２。

詳しくは、下記の厚生労働省ホームページ（Q&A）をご確認ください。

４

派遣労働者は、自らの待遇について、派遣元事業主と意見交換する機会が少ない場
合があります。

そのため、過半数代表者を選任するための投票などと併せて意見や希望などを提出
してもらい、これを過半数代表者が派遣元事業主に伝えることなどにより、派遣労
働者の意思を反映することが望ましいです。

過半数代表者が事務を円滑に遂行できるよう配慮することが
必要です５

厚生労働省・都道府県労働局

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-
shoukai/haken-shoukai14/index.html

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

※２ 事業主単位での確認が困難な場合は、事業所単位での締結をご検討ください。

（ただし、待遇の引き下げを目的として恣意的に締結単位を分けることは認められません。）


































































